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�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
二
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中

｢

医
療
局｣

の
下
に

｢

、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、

｢

、
医
療
安
全
管
理
室
及
び
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室｣

を

｢

及
び
医
療
安
全

管
理
室｣

に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項

と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

中
央
病
院
長
は
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
に
部
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
の
規
定
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
条

中
第
六
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

周
産
期
医
療
に
係
る
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二

周
産
期
医
療
に
係
る
臨
床
研
修
及
び
臨
床
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

周
産
期
医
療
に
関
す
る
文
書
、
統
計
及
び
諸
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

四

周
産
期
医
療
用
の
器
械
器
具
類
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

周
産
期
医
療
に
係
る
診
療
室
、
処
置
室
及
び
病
室
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
八
条
第
七
項
中｢

医
療
局｣

の
下
に｢

及
び
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、

｢

セ
ン
タ
ー
及
び｣

を

｢

医
療
局
の
セ
ン
タ
ー
並
び
に｣

に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
条
第
二
項
中

｢

第
六
十
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項｣

を

｢

第
六
十
七
条
第
四
項
及
び

第
六
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
青
森
県
立
中
央
病
院
の
項
中

｢

を

｣
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医

療

局

局
長
、
次
長
二
人
、
セ
ン
タ
ー

長
、
科
、
部
及
び
セ
ン
タ
ー
に

部
長

(

知
事
が
必
要
と
認
め
る

科
及
び
部
に
あ
つ
て
は
、
部
長

二
人
又
は
三
人
を
置
く
こ
と
が

あ
る
。)

及
び
副
部
長
、
技
師

長

(

知
事
が
必
要
と
認
め
る
科

及
び
部
に
限
る
。)

�
�
�
�
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｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
四
第
五
号
の
表
室
長
の
項
を
削
り
、
同
表
セ
ン
タ
ー
長
の
項
中

｢

セ
ン
タ
ー
の｣

を

｢

当

該
セ
ン
タ
ー
の｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
五
号
の
表
部
長
の
項
中｢

セ
ン
タ
ー
の｣

を｢

医
療
局
の
セ
ン
タ
ー
の｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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医

療

局

局
長
、
次
長
二
人
、
セ
ン
タ
ー

長
、
科
、
部
及
び
セ
ン
タ
ー
に

部
長

(

知
事
が
必
要
と
認
め
る

科
及
び
部
に
あ
つ
て
は
、
部
長

二
人
又
は
三
人
を
置
く
こ
と
が

あ
る
。)

及
び
副
部
長
、
技
師

長

(

知
事
が
必
要
と
認
め
る
科

及
び
部
に
限
る
。)

総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
部
長
、
副
部
長

医
療
安
全
管
理
室

室
長
、
次
長

総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
開

設
準
備
室

室
長
、
室
長
補
佐

医
療
安
全
管
理
室

室
長
、
次
長

室

長

当
該
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

月
刊
コ
ー
ル

十
月
号

八
六
〇
三
三
―
一
〇

ノ
ー
ス
ア
ド
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

B
A
N
-B
O
N

問
題
実
話
十
月
号
増
刊
一
八
七
六
〇
―
一
〇

桃
園
書
房

�����

コ
ミ
ッ
ク
裏
モ
ノJA

PA
N

第
十
四
号

裏
モ
ノJA

PA
N

十
一
月
号
増
刊

〇
一
八
〇
六
―
一
一

鉄
人
社

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

Ｅ
Ｓ
Ｔ
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
福
村
字
新
館
添
二
〇
の
一

平
成
��･

��･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
九
号

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
掛
落
林
字
前
田
四
一
の
一
か
ら

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
掛
落
林
字
前
田
九
四
の
二
ま
で

平
成
��･
��･
��

県
道
鶴
泊
停
車
場

胡
桃
館
線

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
里
見
一
三
九
の
二
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
胡
桃
館
字
花
岡
四
八
の
三
ま
で

〃

県
道
黒
石
藤
崎
線

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
亀
岡
一
〇
四
の
一
か
ら

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
亀
岡
一
〇
三
の
一
ま
で

��･

��･

��

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
三
の
一
か
ら

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
二
の
一
ま
で

〃

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
上
面
田
一
〇
四
の
一
か

ら南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
越
字
東
亀
田
四
〇
の
三
ま
で

〃

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
村
上
三
三
九
の
一
、

三
四
〇
の
一
、
三
四
〇
の
二
、
三
四
一
の
一
、

三
四
三
の
一
及
び
三
四
四
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
曲
字
村
元
一
三

の
一

株
式
会
社
ハ
ラ
コ
企
画

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
熊
嶋
字
亀
田
一
六
九

の
一
〇
及
び
一
六
九
の
一
一

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
熊
嶋
字
亀
田
一
六
九

の
六

長
瀬
堰
土
地
改
良
区

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

黒
石
藤
崎
線

鶴
泊
停
車
場

胡
桃
館
線

路
線
名

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
亀
岡
一
〇
四
の
一
か
ら

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
亀
岡
一
〇
三
の
一
ま
で

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
里
見
一
三
九
の
二
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
胡
桃
館
字
花
岡
四
八
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

四
五
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

女
子
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

喜
多
山

秀

美
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃

大
瀬

忠
治

小
山
内
正
美

松
山

良
満

対
馬

功

佐
藤長
右
エ
門

舘
山
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